
建築基準法第 12 条第１項、第３項の規定に基づく定期報告制度において、調査・検査の項目、方法及び結果の

判定基準並びに調査結果表等が見直されました。（令和７年１０月１日から施行予定）

【様式の記載項目】

特定建築物定期調査報告の国の指定様式の「７．上記以外の調査項目」に米子市が付加した項目を記載し、

作成してください。 市ホームページからダウンロードできます。

調査・検査報告 改正前 改正後

特定建築物定期調査報告

【法第 12 条第１項】

※病院・ホテル・マーケ

ット・劇場等

○項 目：国告示に定める

○事項対象：法定用途のみ

○報告周期：３年ごとの年度

○項目：国告示に定める事項に米子市告示

に定める事項（建築設備（非常用照明等）、

主要な常閉防火扉）を付加

○対象・報告周期：（変更なし）

※調査結果表に添付する各階平面図に「防

火区画」の明示を追加。

防火設備定期検査報告

【法第 12 条第３項】

○項 目：国告示に定める事項

○対 象：随時閉鎖式防火設備

（特定建築物と就寝用福祉施設に設置）

○報告周期：前回報告した日から１年以内

○項目：国告示に定める事項（一部改正）

○対象・報告周期：（変更なし）

※各階の主要な常閉防火扉は、「特定建築

物」の項目に米子市が付加したため、「防

火設備」での報告は不要。

建築設備定期検査報告

【法第 12 条第３項】

指定なし 指定なし

昇降機設備定期検査報告

【法第 12 条第３項】

○項 目：国告示に定める事項

○対 象：エレベーター、エスカレーター、

小荷物専用昇降機（テーブルタイプを除く）

○報告周期：前回報告した日から１年以内

○項目：国告示に定める事項（一部改正）

○対象・報告周期：（変更なし）

遊戯施設定期検査報告

【法第 12 条第３項】

○項 目：国告示に定める事項

○対 象：ウォータースライダー等

○報告周期：前回報告した日から１年以内

○項目：国告示に定める事項（一部改正）

○対象・報告周期：（変更なし）

米子市では、引き続き特定建築物定期調査報告で常閉防火扉、非常用照明等の

建築設備の調査・報告を行うよう制度の見直しを行いました。

発行：米子市建築相談課 TEL：0859-23-5237

特定建築物定期調査報告の調査項目等のお知らせ

定期検査の検査者へ

※防火設備定期調査報告は防火扉の

検査結果表が新しくなっているめ、

新様式をご使用ください。


